
ファミリーホームの要件の明確化について 
○ファミリーホームは、平成２０年の児童福祉法改正で「小規模住居型児童養育事業」として実施されたが、それ以前から里親

型のグループホームとして自治体で行われていた事業を法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態
とし、相応の措置費を交付できる制度としたものである。 

○しかし、実施後３年を経過し、里親から移行したファミリーホームのほかに、新たに開設したファミリーホームの中には、 
施設分園型グループホームとの相違があいまいな形態も生じ、本来の理念を明確化してほしいとの関係者の意見があることか
ら、今回、「里親及びファミリーホーム養育指針」の策定に合わせ、理念と要件を明確化する。（児童福祉法施行規則と実施
要綱の改正を予定） 

資料３－２ 

①小規模住居型児童養育事業を行う住居を「小規模住居型児童養
育事業所」と、小規模住居型児童養育事業を行う者を「小規模
住居型養育事業者」と称しており、施設的な印象となっている。 

②「三人以上の養育者を置かなければならない。ただし、その一
人を除き、補助者をもつてこれに代えることができる」として
おり、３人の養育者の場合があるなど、家庭養護の特質が明確
でない。 

③「一人以上の生活の本拠を置く専任の養育者を置く」としてお
り、生活の本拠を置かない養育者も認められており、家庭養護
の特質が明確でない。 

④「入居定員」「入居させる」など、施設的な印象となっている。 

⑤養育者の要件として、養育里親の経験者のほか、児童福祉事業
に従事した経験が有る者等となっており、要件が緩い。 

①小規模住居型児童養育事業を行う住居を
「ファミリーホーム」と、小規模住居型児
童養育事業を行う者を「ファミリーホーム
事業者」の名称に改める。 

②「夫婦である２名の養育者＋補助者１名以
上」又は「養育者１名＋補助者２名以上」とし、
家庭養護の特質を明確化する。 

③「養育者は、ファミリーホームに生活の本拠
を置く者でなければならない」とし、家庭養護
の特質を明確化する。 

④「委託児童の定員」などの用語に改める。 

⑤養育者の要件は、養育里親の経験者のほ
か、乳児院、児童養護施設等での養育の経
験が有る者等に改める。 
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＜要件規定等の見直し＞ 

＜理念の明確化＞ 
○「里親及びファミリーホーム養育指針」という形で、指針を里親と一体のものとして示す。 

○ファミリーホームは、児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理念を明確化する。 

○ファミリーホームは、里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではないという位置づけ。 
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養育者 
専業 

養育者 
専業 

夫婦で小規模住居型児童養育事業
を行う場合（いずれも専業） 
補助者１名を非常勤で雇用 

補助者 

養育者 
専業 

補助者 補助者 

単身で小規模住居型児童養育事業
を行う場合 
補助者２名を非常勤で雇用 

養育者 
専業 

養育者 
兼業 

夫婦で小規模住居型児童養育事業
を行う場合（一方が他の仕事と兼業） 
補助者１～２名を非常勤で雇用 

補助者 

自営型 
  ①養育里親の経験者が行うもの 
  ②施設職員の経験者が施設から独立して行うもの 

養育者 
専業 

養育者
専業 

法人が夫婦を雇用して養育者として
事業を行う住居に住まわせる場合 
補助者１名を非常勤で雇用 

補助者 

養育者 
専業 

補助者 補助者 

法人が単身の養育者を雇用して   
事業を行う住居に住まわせる場合 
補助者２名を非常勤で雇用 

養育者 
専業 同居人 

法人が養育者を雇用して事業を行う
住居に住まわせる場合 （養育者の
配偶者は同居人） 
補助者２名を非常勤で雇用 

補助者 

法人型 
  ③施設を経営する法人が、その職員を養育者・補助者として行うもの 

補助者 

補助者 

※養育者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者に限る。（それ以外は補助者） 
※養育者２名（配偶者）＋補助者１名、又は養育者１名＋補助者２名  
※措置費は、常勤１名分＋非常勤２名分 （児童６名定員の場合。また、非常勤分を短時間勤務で３名以上に充てても良い） 

ファミリーホームの形態について 



（参考）里親、ファミリーホーム、グループホームの比較 

里親 ファミリーホーム 
グループホーム 

地域小規模児童養護
施設 

小規模グループケア
の分園型 

形態 家庭養護（養育者の家庭に迎え入れて養育を行う） 施設養護（施設を小規模化・地域分散化し、 
家庭的な養育環境とする） 

位置づけ 個人 第２種社会福祉事業 
（多くは個人事業者。法
人形態も可能） 

第１種社会福祉事業である児童養護施設の 
一部（法人形態） 

措置児童数 １～４名 定員５～６名 定員６名 定員６～８名 
 

養育の体制 里親 
（夫婦又は単身） 

養育者と補助者があわ
せて３名以上 
（措置費上は、 
 児童６人の場合、 
 常勤１名＋非常勤２名） 

常勤２名＋非常勤１名 児童数に応じた配置
に加算職員 
（５．５：１等の配置 
＋小規模ケア加算の

常勤１名 
＋管理宿直等加算の

非常勤１名分） 

措置費 里親手当 
養育里親  72，000円
（2人目以降は36,000円
を加算） 

上記の人件費に基づく事
務費を委託児童数に応じ
て算定（現員払い） 

上記の人件費に基づく事務費を児童定員数に
応じて算定（定員払い） 

賃借による場合は１か月１０万円を措置費で算定 

児童の一般生活費（約４万７千円）、各種の教育費、支度費等は、共通 
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